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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社の連結子会社である東芝テックソリューショサービス株式会社(以下「TTSS」)が保有する債権に取立不能のおそれが

生じたため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第18号の規定に基づ

き、2018年２月27日に臨時報告書を提出しましたが、当該臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを

訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

 

３【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

(訂正前)

(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

債務者は、2018年２月19日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行い、TTSSは、同日、同裁判所から民事

再生手続開始決定通知書を受領しました。

 

(訂正後)

(3) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

債務者は、2018年２月19日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立を行い、TTSSは、同日、同裁判所から破産手続

開始決定通知書を受領しました。

 

以上
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